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１．観光政策の概況 
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 小泉総理が施政方針演説で「2010年に訪日外国人旅行者を倍増の1,000万人に」と発言 
 
 ビジット・ジャパン・キャンペーン開始 
 
 
観光立国推進基本法が成立（全会一致） 
 
 
観光立国推進基本計画を閣議決定 
 
 
観光庁設置 
 
 
観光立国推進戦略会議が「訪日外国人2,000万人時代の実現へ」をとりまとめ 
 
経済財政の基本方針2009を閣議決定。「世界に誇る観光大国実現（2020年までに訪日 
 
外国人旅行者数を2000万人へ）」並びに「休暇の取得・分散化の促進」について記載 
 
中国個人観光ビザ発給開始 
 
「訪日外国人3,000万人プログラム」を打ち出し（平成22年度予算概算要求） 
 
第1回「国土交通省成長戦略会議」を開催 
 
第1回「観光立国推進本部」を開催 
 
 
国土交通省成長戦略会議 取りまとめ 
 
新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～ を閣議決定。「観光立国・地域活性化 
 
戦略」が７つの戦略分野の一つに選定される。さらに「訪日外国人3,000 万人プログラ 
 
ム」と「休暇取得の分散化」が国家戦略プロジェクトに選定される。 
 
中国個人観光ビザ発給要件緩和 
 
第2回「観光立国推進本部」を開催 
 
 
日中韓サミット首脳宣言において、2015年までに三箇国間の人的交流規模を 
 
２６００万人に拡大するという目標を支持 
 
中国人個人観光ビザ（沖縄数次ビザ）の発給開始 
 
中国人個人観光ビザの発券要件追加緩和 
 

 
  1月 3 1日 

 
  4月  1日 

 
 

1 2月 1 3日 
 
 

  6月 2 9日 
 
 

1 0月  １日 
 
 

  3月 1 3日 
 

  6月 2 3日 
 
       
 

   7月 １日 
 

1 0月 1 5日 
 

1 0月 2 6日 
 

1 2月  9日 
 
 

  5月 1 7日  
 

  6月 1 8日 
 
       
 
       
 

  7月  1日 
 

1 1月 2 2日 
 
 

  5月 2 2日       
 
 
   

  7月  1日 
 

  9月  １日 

平成15年 
 
 
 
 
平成18年 
 
 
平成19年 
 
 
平成20年 
 
 
平成21年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成22年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成23年 

観光行政をめぐる最近の動き 
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観光立国の意義 

１．国際観光の推進はわが国のソフトパワーを強化するもの 

  諸外国との健全な関係の構築は国家的課題 

  国際観光を通じた草の根交流は、国家間の外交を補完・強化し、安全保障にも大きく貢献 

  中国、韓国からの訪日観光客数は大きく拡大 

   ・ 年間の訪日観光客数は中国141万人、韓国244万人（平成22年、両国で全体の44.7％） 

  少子高齢化で成熟した社会には、観光振興＝交流人口の拡大、需要の創出による経済の活性化が有効 

  国内旅行消費額は22.1兆円。生産波及効果は48.0兆円で、これによる雇用効果は406万人（総就業者数の6.3%） 

  （※ともに平成21年度） 

  訪日外国人も今や無視できない消費活動の主体（平成20年度の訪日外国人旅行消費額→1.2兆円） 

 

２．観光は少子高齢化時代の経済活性化の切り札 

３．交流人口の拡大による地域の活性化 

  地方においては地域振興策の新たなアプローチが必要。観光による交流人口の拡大は地域経済の起爆剤 

  集客力のある個性豊かな地域づくりは、各地域の自主・自律の精神も促す 

 

 

４．観光立国により国民の生活の質を向上 

 退職期を迎える団魂の世代は、新たな生きがいを模索。観光交流の拡大は、精神活動を含めて生活の質の充実に貢献 

 観光立国の推進は、我が国の歴史的・文化的価値を再認識するプロセスであり、日本の魅力の再活性化にもつながるもの 

 

～ 観光交流人口の拡大による日本の再生 ～ 
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観光振興の進め方 

【７つの戦略分野】 
 Ⅰ 環境・エネルギー大国戦略 
 Ⅱ 健康大国戦略 
 Ⅲ アジア経済戦略 
 Ⅳ 観光立国・地域活性化戦略 
 Ⅴ 科学・技術・情報通信立国戦略 
 Ⅵ 雇用・人材戦略 
 Ⅶ 金融戦略                    (新成長戦略：2010年6月18日 閣議決定) 

①訪日外国人を２０２０年初めまでに２，５００万人に。将来的には 

   ３，０００万人までの増加を目指す。 
 

②新しい観光アイテムの創造、及び創意工夫を活かした観光地づくりの 

  ための規制緩和・人材育成の推進。 
 

③休暇取得の分散化等を促進。                   (国土交通省新成長戦略会議) 
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2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
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訪日外国人3,000万人へのロードマップ 

（平成15年） （平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成25年） （平成2８年） （平成3１年） 

ドイツ(8位) 
2,422 

英国(6位) 
2,803 

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始 

平均伸び率20.3% 
の成長目標 

平均伸び率10.1% 
の成長目標 

平均伸び率7.7% 
の成長目標 

第１期 

第２期 

第３期 

世界経済や為替が安定していること、戦争や疾病の流行が発生しないこと等を前提とする。 

第1期目標 

1,500万人 

第2期目標 

2,000万人 

タイ(17位) 
1,415 

第3期目標 

2,500万人 
679 

861 

1,000万人を早期に達成し、 

1,100万人に出来る限り近い水準 
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観光立国推進基本計画の改定について 

○ 現在の観光立国推進計画（平成１９年６月２９日閣議決定）は、５年間を見通したものである。 

○ 国土交通省成長戦略等も踏まえ、政府を挙げて観光立国を実現するための道筋を明らかにするものとして、観光立国推進基
本計画を改定し、平成２４年３月末の閣議決定を目指す。 

○ 平成１８年１２月に制定された観光立国推進基本法では、政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進
を図るため、観光立国推進基本計画を策定する旨規定（閣議決定・国会報告が必要）。 

○日本人の海外旅行者数 

平成２２年までに2,000万人にする 

○国内における観光旅行消費額 

平成２２年度までに３０兆円にする 

○日本人の国内観光旅行による1人当たりの宿泊数 

  平成２２年度までに年間４泊にする 

○我が国における国際会議の開催件数 

平成２３年までに５割以上増やす 

○訪日外国人旅行者数 
平成２２年までに1,000万人にし、将来的には、    
日本人の海外旅行者数と同程度にする 

観光立国の実現のための基本的な目標（現在） 

 

 (H22年) 

1,000万人 

 

(H22年) 

861万人 
(H23年)  

622万人 

目標 

現況 

      

(H22年) 

2,000万人 

目標 

  

(H23年) 

 1,699万人 
 

現況 

     

 (H22年度) 

   30兆円 

目標 

      

(H21年) 

25.5兆円 

現況 

      

(H22年度) 

    ４泊 

目標 

       

(H22年度) 

 2.12泊 

現況 

      

(H23年) 

   252件 

目標 

     

 (H22年) 

 309件 
  

現況 
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２．インバウンド観光の現況 
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訪日外国人旅行者数の推移 
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注) 2011年1月～10月の値は暫定値、11月～12月の値は推計値、％は対前年同月比 

１月 71.4万人 

２月 67.9万人 

３月 35.3万人 
50.3%減 

万人 

1～12月計 

621.9万人 

前年比 

27.8％減 

ビジット・ジャパン・ 
キャンペーン開始 

４月 29.6万人 
62.5%減 

 12月           
57.2万人 
11.7％減 

11月  55.2万人 
13.1％減 

10月  61.6万人 
15.3％減 

９月  53.9万人 
24.9％減 

８月   54.7万人 
31.9％減 

 ７月 56.１万人 
36.1％減 

 ６月 43.3万人 
36.1％減 

 ５月 35.8万人 
50.4%減 
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総計 
861万人 
【+26.8%】 

黒枠 対象市場(2003年度～) 
青枠 対象市場(2004年度～) 
赤枠 対象市場(2005年度～) 
緑枠 対象市場(2010年度～) 
 

（2010年推計値 出典：JNTO） 

韓国 
244万人 
（28.3%） 
【+53.8%】 

中国 
141万人 
（16.4%） 
【+40.5%】 

台湾 
127万人 
（14.7%） 
【+23.8%】 

米国 
73万人 
（8.4%） 
【+3.9%】 

香港 
51万人 
（5.9%） 
【+13.1%】 

タイ 
21万人 
（2.5%） 
【+21.0%】 

シンガポール 
18万人 
（2.1%） 
【+24.6%】 

カナダ 
15万人 
（1.8%） 
【+0.4%】 

イギリス 
18万人 
（2.1%） 
【+1.4%】 

フランス 
15万人 
（1.8%） 
【+6.9%】 

ドイツ 
12万人 
（1.4%） 
【+12.4%】 

オーストラリア 
23万人 
（2.6%） 
【+6.7%】 その他 

79万人 
（9.1%） 

マレーシア 
11万人 
（1.3%） 
【+27.9%】 

インド 
7万人 
（0.8%） 
【+13.5%】 

ロシア 
5万人 
（0.6%） 
【+9.7%】 

アジア 

621万人 

（72.1%） 

北米 

88万人 

（10.2%） 

欧州 

51万人 

（5.9%） 

※ （）内は、訪日旅行者全体に対するシェア、【】内は、前年と比較した増減。 

※ その他には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。 

国・地域別訪日外国人旅行者の割合 
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サウジアラビア (Saudi … 

ハンガリー (Hungary) 

フィンランド (Finland) 

シリア (Syria) 

インドネシア (Indonesia) 

ブルガリア (Bulgaria) 

アルゼンチン (Argentina) 

ブラジル (Brazil) 

タイ (Thailand) 

南アフリカ共和国 … 

千人 

1位 

10位 

20位 
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40位 

日本は世界で10位。アジアで2位。 

日本は世界で30位。アジアで8位。 
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出所：UNWTO「Tourism 2020 Vision 」 
                    「World Tourism Barometer」 
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20.6% 
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実績 予測 
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■東アジア・太平洋地域は世界の中で最も高い伸びが予測される国際観光市場。 

2009 

拡大する北東アジア・東南アジアの国際観光市場 
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訪日外国人の旅行支出 

旅行支出 

•2010年における訪日外国人1人当たりの旅行中支出額は平均112,758円と推計される（図表2-5）。 

•また、パッケージツアー参加費に含まれる国内収入分（20,668円）を含めた訪日外国人1人当たりの旅行支出額は133,426円と推
計される。 

•これに、2010年の訪日外客数（861.1万人）を乗じることで、2010年の訪日外国人客の旅行消費額は1兆1,490億円と推計される。 

•国籍別に旅行支出額をみると、フランス（23.3万円）、ロシア（22.3万円）、インド（17.7万円）、中国（17.7万円）、オーストラリア（
16.9万円）の順となっている。（図表2-6） 
•暦年の旅行消費額とその構成比を国籍別にみると、①中国2,498億円（構成比21.7％）、②韓国1,973億円（同17.2％）、③台湾
1,318億円（同11.5％）、④米国1,159億円（同10.1％）、⑤香港593億円（同5.2％）の順となっている（図表2-6）。 
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韓国

17%

台湾

11%

香港
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13%

旅行消費額の国籍別構成比

（パッケージツアー参加費内訳を含む）

旅行消費額

1兆1,490億円
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外国人旅行者の訪日動機(２０１０年調査） 

全市場で、「食事」に対する期待が高い。 

 アジア地域は、ショッピング、自然景観への期待が高く、欧米では、歴史・伝統景観、旧跡、日本人の生活に対する興味が高い。 

出典： ＪＮＴＯ訪日外客訪問地調査2010 

豪州(N=347)   米国(N=601)   カナダ(N=217) 

1 食事 71.5    1 食事 80.4    1 食事 77.9  

2 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

64.8    2 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

72.4    2 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

77.9  

3 ショッピング 52.4    3 
日本人の生活、日本
人との交流 

56.1    3 ショッピング 58.5  

4 
日本人の生活、日本
人との交流 

49.3    4 ショッピング 53.4    4 
日本人の生活、日本
人との交流 

54.8  

5 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

42.4    5 
日本の伝統文化の
体験・鑑賞 

47.8    5 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

47.0  

                      

英国(N=213)   フランス(N=213)   ドイツ(N=154) 

1 食事 79.3    1 食事 81.7    1 食事 84.4  

2 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

77.0    2 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

79.8    2 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

78.6  

3 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

58.7    3 
日本人の生活、日本
人との交流 

64.8    3 
日本人の生活、日本
人との交流 

55.8  

4 
日本人の生活、日本
人との交流 

55.4    4 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

54.0    4 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

42.2  

5 ショッピング 54.5    5 
日本の伝統文化の
体験・鑑賞 

48.4    5 
日本の伝統文化の
体験・鑑賞 

41.6  

                      

ロシア(N=32)   イタリア(N=93)   スペイン(N=123) 

1 食事 71.9    1 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

80.6    1 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

86.2  

2 
歴史的・伝統的な景
観、旧跡 

53.1    2 食事 76.3    2 食事 77.2  

3 
自然、四季、田園風
景 

53.1    3 ショッピング 48.4    3 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

70.7  

  ショッピング 50.0    4 
日本人の生活、日本
人との交流 

46.2    4 
日本の伝統文化の
体験・鑑賞 

64.2  

5 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

46.9    5 
自然、四季、田園風
景 

46.2    5 
日本人の生活、日本
人との交流 

63.4  

全体(N=12,338)   韓国(N=3,616)   中国(N=1,845) 

1 食事 62.5    1 食事 53.1    1 自然、四季、田園風景 63.6  

2 ショッピング 53.1    2 温泉 46.0    2 ショッピング 59.1  

3 
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

45.8    3 ショッピング 40.8    3 温泉 51.3  

4 自然、四季、田園風景 45.1    4 
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

35.6    4 食事 45.8  

5 温泉 44.3    5 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

31.1    5 
都市の景観・繁華街
の賑わい 

39.1  

                      

台湾(N=2,361)   香港(N=1,285)   タイ(N=164) 

1 自然、四季、田園風景 64.4    1 食事 75.6    1 食事 71.3  

  食事 62.3    2 ショッピング 69.2    2 ショッピング 65.2  

3 ショッピング 56.7    3 自然、四季、田園風景 50.2    3 
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

58.5  

4 温泉 49.4    4 温泉 43.1    4 自然、四季、田園風景 51.8  

5 
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

47.6    5 
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

32.7    5 温泉 43.9  

                      

シンガポール(N=263)   マレーシア(N=141)   インド(N=15) 

1 食事 80.2    1 食事 71.6    1 食事 47.1  

2 ショッピング 70.7    2 ショッピング 58.9      自然、四季、田園風景 41.2  

3 自然、四季、田園風景 63.9    3 自然、四季、田園風景 56.0    3 
日本人の生活、日本
人との交流 

41.2  

4 温泉 47.5    4 
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

44.0      
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

35.3  

5 
歴史的・伝統的な景観、
旧跡 

40.7    5 温泉 43.3      温泉 23.5  

13 
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10月 +12.4％ 

11月 +20.7％ 

KTO（韓国観光公社）による 

JNTOによる（2011年10月迄は暫定値、2011年11･12月は推計値） 

－4％ 
+28％ 

＋21％ 

（単
位
／ 

万
人
） 

訪日韓国人数 

＋23％ 

2010年 

－4％ 

日本・韓国交流人口の推移 

2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 

＋6％ 

－8％ 

訪韓日本人数 

※累計値は端数処理の関係で月別の合計とは異なる 

－33％ 

244.0万人 
前年+53.8％ 

302.3万人 
前年比 -1.0％ 

+54％ 

1月 +15.6％ 

－1％ 

2011年 

2月 +17.1％ 

1月 -6.2％ 

2月 -3.9％ 

1～12月 
165.8万人 
前年比 
-32.0％ 

1～12月 
328.9万人 
前年比 
＋8.8％ 

3月 -12.3％ 

4月 -7.9％ 

3月 －47.4％ 
4月 －66.4％ 

5月 -2.9％ 

5月 －58.3％ 

6月 －42.0％ 
7月 －40.7％ 

6月 +10.0％ 

8月 －40.4％ 

7月 +21.0％ 

8月 +24.3％ 

9月 －36.9％ 

11月－32.1％ 

9月 +19.9％ 

10月－31.7％ 

12月－30.1％ 

12月 +30.1％ 

14 



【韓国】 平成２２年における訪日外国人の消費動向 

● 特徴 ● 
・ リピーター比率７割。６日間以内の短期滞在が主流。業務目的では４割が３日間以内。 

・ 団体比率３割強、パッケージ利用率３割弱で、台湾や中国に比べ低い。 

・ ビジネス客の旅行支出が高い。人気の商品は「菓子類」で、購入率も高い。 

出所：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査結果及び分析」より 
15 
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＋１６％ 

2010年 

日本・中国交流人口の推移 

2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 

１４１．３万人 

前年比４０．４％増 

＋６％ 

※累計値は端数処理の関係で月別の合計とは異なる 

＋０．６％ 

1～12月 
104.4万人 
前年比 
-26.1％ 

1月 +7.6％ 

＋４０．５％ 

2011年 

2月 -13.3％ 

3月 -49.4％ 

4月 -49.5％ 

5月 -47.9％ 

6月 -40.8％ 

7月 -47.3％ 

8月 -40.1％ 

9月 -18.1％ 

10月 -0.1％ 

11月 35.0％ 

339 
375 398 

345 332 
373 

25.4 
26.5 
29.7 
27.0  
28.6 
30.0  
32.4 
36.4  
32.5 
34.1  
33.0  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

＋１１％ 

訪中日本人数 
＋６％ －１３％ 

３７３．１万人 

前年比１２．５％増 

－３．７％ 

＋１２．５％ 

1月 -10.9％ 

2月 +8.6％ 

1～11月 
335.4万人 
前年比 
-3.2％ 

3月 -17.6％ 

4月 -12.3％ 

5月 -12.4％ 

6月   -8.7％ 

7月 -0.04％ 

8月    3.2％ 

9月   -2.7％ 

10月  5.8％ 

12月 31.9％ 

11月16.8％ 

16 



【中国】 平成２２年における訪日外国人の消費動向 

● 特徴 ● 
・ リピーター比率が４割と低い。観光客は４～６日間が中心だが、ビジネス客は７日以上が半数。 

・ 台湾や香港に比べ観光目的比率は５割と低いが、団体、パッケージ利用率とも５割と高い。 

・ 旅行支出総額に占める「買物代」の割合が５割と高い。「化粧品」が人気。 

出所：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査結果及び分析」より 
17 



116 117 109 100 
108 

10.1 
10.7 
11.4 
8.7 
8.8 
9.1  
9.4 
11.8 

12.3 
11.2  
13  

0 

40 

80 

120 

131 
139 139 

102  

127  

9.7  

9.3 
4.2 
3.6  
6.8 
8.8 
11.4 
9.9 
8.5 
10.8 
8.6 
8 

0 

40 

80 

120 

160 

台湾交通部による 

JNTOによる2010年推計値 

－6.8％ 

＋5.8％ 

（単
位
／ 

万
人
） 

訪日台湾人数 

訪台湾日本人数 

＋0.4％ 

2011年 

＋0.4％ 

日本・台湾交流人口の推移 

2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 

－7.9％ 

＋23.8％ 

※累計値は端数処理の関係で月別の合計とは異なる 

－26.3％ 

1月+8.1％ 

108.0万人 

前年比７．９％増 

＋7.9％ 

1月 +11.0％ 

126.8万人 
前年比23.8％増 

1～12月 
99.4万人 
前年比 
-21.6％ 

1～11月 
116.5万人 
前年比 

 +19.1％ 

2月 -11.4％ 

3月 -53.0％ 

2月 +34.7％ 

3月 + 1.9％ 

4月 -67.4％ 

5月 -40.4％ 

4月 + 9％ 

6月 -23.0％ 

   7月 -25.8％ 

5月 + 2.6％ 

6月 +10％ 

7月 +19.7％ 

   8月 -12.6％ 

8月 +28.5％ 

     9月 -17.5％ 

     10月 +2.6％ 

9月 +33.9％ 

     11月 -3.6％ 

10月 +23.7％ 

11月 +23.7％ 

     12月 -4.4％ 
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【台湾】 平成２２年における訪日外国人の消費動向 

● 特徴 ● 
・ 女性が半数以上を占め、特に20～30代が多い。リピーター比率が８割近くと高い。 

・ 観光目的比率が８割弱と高い。団体比率５割、パッケージツアー利用率５割強と高い。 

・ 観光リピーターの旅行支出が高い。人気の商品は「衣類」や「医薬品・健康グッズ」。 

出所：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査結果及び分析」より 
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＋17.9％ 

（単
位
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万
人
） 

訪日香港人数 

＋22.7％ 

2010年 

日本・香港交流人口の推移 

2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 

＋27.3％ 

訪香港日本人数 

※累計値は端数処理の関係で月別の合計とは異なる 

－18.3％ 

50.9万人 
前年比 + 13.1％ 

131.7万人 
前年比 + 9.3％ 

＋13.1％ 

1月－34.4％ 

＋8.3％ －9.1％ 
＋1.0％ ＋0.04％ ＋9.3％ 

2011年 

2月 － 5.6％ 

1月 -1.3％ 

2月 +15.5％ 

1～12月 
36.5万人 

前年比 - 28.3％ 

１～12月 
128.4万人 

前年比 - 2.5％ 

3月 -14.4％ 

4月 -10.9％ 

3月－61.2％ 

4月－87.6％ 

5月 -13.8％ 

6月 －40.0％ 

7月 －41.2％ 

6月 -11.2％ 

8月 －25.5％ 

7月 - 3.4％ 

9月 －15.6％ 

5月－71.6％ 

8月   1.6％ 

10月 16.7％ 

9月  -5.6％ 

10月  4.6％ 

11月 22.8％ 

12月   4.4％ 

11月  5.9％ 

12月  7.1％ 
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【香港】 平成２２年における訪日外国人の消費動向 

● 特徴 ● 
・ リピーター比率は８割。６日間以内の短期滞在が７割強を占める。 

・ 台湾同様、観光目的比率が８割と高いが、団体比率は３割強で台湾に比べ低い。 

・ ビジネス客に比べ観光客の旅行支出が高い。人気の商品は「衣類」や「菓子類」。 

出所：国土交通省観光庁「訪日外国人消費動向調査結果及び分析」より 
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３．観光庁の施策展開 

ビジットジャパンキャンペーン 
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7. 日本に在住しているか、震災後

に日本に行ってきた自国民 

1位 2位 

回答者数 
=2,230 

％ 

35.4% 
25.2% 27.8% 30.1% 31.7% 

37.6% 

18.4% 
31.1% 

34.4% 32.9% 31.2% 
28.4% 

18.1% 18.2% 
16.3% 15.5% 17.5% 14.9% 

23.2% 21.0% 18.1% 18.2% 16.7% 15.8% 

4.9% 4.6% 3.3% 3.3% 2.9% 3.3% 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 

Step1：情報発信 
（３月～） Step2：主要国政府への働きかけ 

    メディア・旅行会社招請（４月～） Step３： 
一般消費者への働きかけ 
（１０月～） 

安全情報 
 公的データを活用 
 JNTOのＨＰ等 
 現地説明会の開催 
 
声の発信 
 日本人、在留外国人、 
 訪日客の声を収集。 
 JNTOのHP等で発信 
 
 

主要国政府へ要請 
 

・第１段階： 
最新の科学的情報に基 
づき、渡航勧告の見直し 
 
・第２段階： 
双方向の観光促進・交流 
 

海外メディアや 
旅行会社へ訪日を要請 
 
・訴求力の高い海外メデ
ィアを招請 
・訪日商品造成を検討す
る海外旅行会社の招請、
共同広告の実施 

近隣国を重点に 
   秋～春シーズンを売込 
・市場の特性に応じた海外宣伝 
 広告の本格展開 
・震災後訪日経験者の活用 
・SNSなど「口コミ」を活用 
・「ビジットジャパンプラス」 
 を通じて、地域、民間と連携 

訪日需要回復に向けた震災後の取り組み 

ネガティブなイメージの払拭 

国際機関の次に、「日本
在住又は震災後に訪日
した自国民」が選択され
ている。消費者は、自国
が発信する情報源をよ
り信頼する傾向にあるこ
とがうかがえる。 

現在の訪日抵抗感 信頼できる情報発信元 

ポジティブな魅力の発信 

35.4
% 

25.2
% 

27.8
% 

18.4
% 

31.1
% 

34.4
% 

18.1
% 

18.2
% 

16.3
% 

23.2
% 

21.0
% 

18.1
% 

4.9
% 

4.6
% 

3.3
% 

6月 7月 8月 

行く 

やむを得ず行く 

どちらでもない 

なるべく行きたくない 

絶対に行きたくない 

ネガティブな回答の「絶対に
行きたくない」と「なるべく行き
たくない」を合わせた割合は、
7月の25.6%から11月の
19.1%と減少している。訪日

抵抗感は減少する方向に向
かっているとみられる。 
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地方運輸局及び 
沖縄総合事務局 

観光庁 

相互に連携を図り、都道府県の枠を越え
た広域的な事業計画を提出 

◎都道府県単独では難しい、「広域」で連携した 
外国人誘客の取組を、地域と運輸局が協働実施。 
◎事業費の最大50％を地方運輸局負担 
◎震災後、外国人旅行者数の落ち込みからの回復が継続
する地域については、招請事業にかかる１００％国費負担を
継続。 

都道府県の枠を超えた広域の連携を促進することで、
期間の長い訪日外国人旅行の需要を充足するルート
提案が可能となるほか、規模拡大でプロモーションの
効率・効果が向上 

訪日旅行促進事業の内容（ビジット・ジャパン事業） 

自治体 観光関係団体 民間企業 

○海外広告宣伝   ○海外旅行会社招請 ○ツアー共同広告 

地方連携事業 

○海外メディア招請   

現地旅行会社向け事業 現地消費者向け事業 

○旅行博出展 
旅行会社向け     一般消費者向け 

日本の観光地へ招請し、 

訪日商品の造成を働きかけ 

観光庁・観光広告と 

旅行会社・商品広告を 

共同で実施 

現地旅行会社が 

一堂に集まる場で 

売込・商談支援 

旅行等に関心を持つ 

消費者へ日本をＰＲ 

・即売会 

新聞、旅行雑誌、ＷＥＢ等へ 

広告を出稿 

日本の観光地へ招請し、 

帰国後、記事掲載 
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○ターゲット：２０代男女、３０代女性 
○観光目玉 ：J-ROUTEキャンペーンサイト、スマートフォン向けアプリケーション 
○媒  体 ：キャンペーンサイト、WEB、SNS、屋外広告、雑誌、フリーペーパー等 
○予  算 ：４．０億円 
○コンセプト：INSIDE DISCOVERY（日本の深い魅力（INSIDE OF JAPAN）に触れることができる） 
○ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ ：Join J-ROUTE 

・24のルートを６つのスポット情報(計144ｽﾎﾟｯﾄ)で紹介 

・αブロガー招請による動画配信 

・J-WEEKLY（J-ROUTE以外の地域情報）、マップ、イベン

ト、マイルート機能、ユーザー投稿の共有 

・各種SNSとの連動、Facebookファンページ開設 

⇒ ＷＥＢ広告を中心としたクロスメディア展開により、

キャンンペーンサイトへ誘引 

・J-ROUTE紹介、Ｍｙ-ROUTE、辞書機能、画像アップ・共有
機能、為替換算機能、Live天気情報 
⇒訪日時の利便性向上 

・LCC、通信会社等とのタイアップによる割高感の緩和 
・訪日旅行商品取扱い旅行会社等との共同広告 等 

１．キャンペーンＷＥＢサイト ２．スマートフォン向けアプリケーション 

３．その他 

訪日旅行への抵抗感を感じさせず、日本の旅に対する欲求を強く刺激し、 

“今、日本へ行く目的”を明確に提示していく。 

Ｈ２３年度韓国における広告宣伝事業の概要 

【バナー広告】 【キャンペーンＷＥＢサイト】 【J-ROUTEストーリー】 【スマートフォンアプリ】 25 



○ターゲット：２０代男女、３０～４０代女性 
○観光目玉 ：四季折々の食、自然景観、温泉、ショッピング等を積極的に活用 
○媒  体 ：キャンペーンサイトやSNS等のWEB、屋外交通広告、旅行誌、ファッション誌等 
○予  算 ：１．５億円 
○そ の 他 ：震災後訪日経験者の声を積極的に活用 

・日替わりで旬な日本の観光情報（季節の観光情報、 

 グルメ情報等）を発信 

・人気ブロガーや香港人訪日旅行者の日本滞在記の収集 

 及び発信 

・WEB広告や各媒体からキャンペーンサイトへの誘引 

・ＶＪ通年キャンペーン割引券の活用 

・メディア招請（新聞、雑誌）による記事化 
・屋外広告（地下鉄、バス等）による日本の観光魅力をPR 
⇒日本の観光情報をより詳しく、訴求。 
 
 

・招請事業：個人旅行を取り扱う旅行会社招請、商談会実施 
・共同広告：訪日旅行商品取扱い旅行会社との共同広告 

１．ＷＥＢサイトを中心とした情報発信 ２．旅行雑誌等による補完(メディアミックス) 

３．現地旅行会社向け事業 

日本の観光資源の旬な情報を高頻度で、実際に訪日旅行を満喫した香港人旅行者の声と合わせて発信 

訪日旅行意向喚起のみならず、安心感、お得感の醸成につながるプロモーションを構築 

Ｈ２３年度香港における広告宣伝・旅行会社等対策事業の概要 

「楽しみ尽くそう、日本の四季折々の新鮮な魅力」  
 「冬」のシンボルとして「雪」 
 「春」のシンボルとして「桜」 

【バス停広告(例)】 

【メディア招請記事掲載(例)】 【キャンペーンサイト】 26 



≪旅行会社招請の事例≫  震災対応緊急招請事業（中国）  

震災後、訪日商品の取り扱いを中止した中国市場の旅行業者を招請し、日本の安全・安
心をPRするとともに、訪日旅行の再開を働きかけ。 

 

○実施時期：２０１１年５月２２日～７月１７日 全４回招請 

○被招請者：５０社５３名 

成果 

招請した全５０社において、震災後販売が
中止されていたツアーが再開され、現在も
継続。 

 

○送客数：１９，５９９人 
○ツアー数  

  ８３８本 

○旅行会社 

  全５０社 

【再開されたツアーの例】 
○ゴールデンルート：東京（銀座、浅草、秋葉原）、神奈川（箱
根）、京都（金閣、清水寺などの寺社仏閣）、大阪（USJ、大阪
城、通天閣）を巡る 

○九州ツアー：福岡（太宰府天満宮、キャナルシティ博多）熊本
（熊本城、阿蘇山）、長崎（ハウステンボス）を巡る 
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 最大送客元である台湾市場の現地旅行会社、メディアを北前国際観光ルート 
 である青森県、秋田県、山形県、新潟県へ招請。 
 

○実施時期：２０１１年７月２３日～２８日 

○被招請者：台湾市場１０名（台湾旅行会社８名、台湾メディア２名） 

≪地方連携事業の事例≫ 北前国際観光ルート招請事業（台湾） 

○送客数： ２４１人 
 

○造成ツアー数： ２３本 

○旅行会社： １３社 
良友、大興、喜鴻、喜美、豊華、易飛網、凱旋、永
盛、東豪、五福、汎佳、理想、燦星他 

 

 ※上記のほか、招請メディア２名による 

  雑誌記事掲載等により、台湾消費者に対し、 

  東北の安全を訴求 

 

９月８日、震災後、台湾から東北最初のチャーター便 

・約７カ月ぶりの秋田空港着のチャーター商品は、182名満席 
（※うち、90名が本旅行会社招請による成果ツアーによるもの） 
・男鹿半島や田沢湖、八幡平など秋田県内のみならず、花巻、蔵王な
ど東北の各観光地をめぐる４泊５日 
・11月8日にも台北秋田チャーター便就航（36名が本事業関係） 

成果 
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訪日観光ビザ見直しの経緯 

訪日観光客の増加に向けて、アジア各国からの訪日ビザ取得等を見直し 

韓 国 

中 国 

○観光客（短期滞在）に対するビザ免除 
  （２００６年３月～） ※２００５年３月～期間限定実施 

○団体観光ビザの発給開始 
  （２０００年９月～） 地域限定 
   （２００５年７月～） 中国全土に拡大 

○修学旅行生に対するビザ免除 
  （２００４年９月～） 

香 港 ○観光客（短期滞在）に対するビザ免除 
  （２００４年４月～） 

台 湾 ○観光客（短期滞在）に対するビザ免除 
  （２００５年９月～） ※２００５年３月～期間限定実施 

○個人観光ビザの発給開始 
  （２００９年７月～） 地域限定（北京、上海、広州の各公館管轄地域） 

  （２０１０年７月～） 中国全土に拡大、発給要件緩和 
  （２０１１年９月～） 発給要件追加緩和 
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日本政府観光局(ＪＮＴＯ)海外事務所の活動 

政府観光局組織（ＮＴＯ）としてのステイタス・信用力を活かし、現地のメディア・旅行会社・インセンティブプランナー等、海外旅行市場
形成に関する多数のキーパーソンとの継続的恒常的な協力関係を形成し、海外現地をベースとする諸活動により訪日旅行市場の基盤を構築 

  市場分析・マーケティング 

  一般消費者への観光情報発信   日本向けツアーの現地旅行会社による企画・販売の促進 

  海外現地メディアを通じた広報活動 

現地政府関係者、旅行業界関係者等との長年にわたるネットワークを通じ
て市場の最新動向・ニーズを継続的に収集・分析し、国の観光政策の企
画・立案に貢献。地方自治体・民間事業者への情報提供やアドバイスを行
うとともに、これらの情報を各種媒体により幅広く提供。 

12言語のＷＥＢサイト、Facebook等のSNS、旅行博覧会や現地関連団
体との連携イベント等を通じて、一般消費者に対して信頼できる観光情報
を提供。Eメール、電話、対面で常時情報発信。 

海外事務所長による市場説明/個別相談  

Facebookを活用した情報発信（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
東北親善大使（震災後の東北地方を訪問し
た学生による情報発信）の例） 

現地関係団体との連携イベントでの情報提
供（現地旅行博での日本食を通じた訪日観
光PRの例） 

新たな観光ルート・商品の提案、現地視察の受入調整、日本の旅行会社と
のマッチングﾞ、ツアーパンフレットの素材提供、訪日商品販売スタッフの
育成、販売促進ツールの提供等を通じて、日本向けツアーの現地旅行会社
による企画・販売を促進。 

中国映画『非誠勿擾』ロケ
地ツアー（北海道）の提案 

訪日教育旅行セミナー 
（シンガポールの例） 

旅行会社の現地視察（京都） 
（米国の例） 

ﾆｭｰｽﾚﾀｰ（ﾛﾝﾄﾞﾝ事務所） 

英国有力日刊紙 
ガーディアン  
※2011年読者満足度 
ランキ ングで日本が1位 

  ミシュランガイド 
  発行支援（フランス） 
  ※アジア初の発行 

現地の有力TV、新聞、雑誌、ガイドブック等のメディアに対し、日本観光
に関する情報・素材の提供、 
取材協力等のサービスを提供。 
※2,245件のTV放映や記事掲載。 
 その広報換算額は約242億円 
  （平成22年度）。 
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４．観光庁の施策展開 

受入環境の整備 
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観光地域づくりにおける５つの要素 

観光地域づくりにおける５つの要素 

地域の固有資源の再発見 
（不変・特有＝変えられない） 

地域の人づくり 
（人材育成・組織化） 

ハード事業 
（施設整備等） 

ソフト事業 
（施設や地域資源の効果的活用策） 

ＰＲ事業 
（情報の発信） 

ステップ１ 

ステップ２ 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ５ 

 歴史・文化・産業 

 景観・自然・風土 

 民俗・習慣・くらし 

 研修などによる人材育成 

 行政・住民・観光業者による地域
ぐるみの組織化 

 活躍できる環境づくり 

 まちなみの再生 

 交通アクセス・案内表示の改善 

 イベントの開催 

 体験・学習プログラムの策定 

 地域ブランドの確立 

 ホームページ・パンフレット 

 マスコミ・旅行会社などへのＰＲ 

地域の固有資源の再発見 
（不変・特有＝変えられない） 

地域の人づくり 
（人材育成・組織化） 

ソフト事業 
（施設や地域資源の効果的活用策） 

ハード整備 
（施設整備等） 

ＰＲ事業（情報の発信） 

散見される地域の取組 
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観光立国推進人材育成事業 

 
 

観光立国の推進に必要となる人材を育成するため、国内外からの観光に関する専門家の招
請による研修の実施や、国内外の先進的な観光地等への派遣による実地研修等を行う。 
 

○国内外の専門家の招請による研修  
  

 国内外から観光に関する専門家を指導者として招請し、観光産業従事者、 
  観光地づくり関係者等に対して研修を実施し、必要なノウハウの普及を図る。 
  

  例）観光地域づくりプラットフォームの普及のための研修 
   着地型商品の企画・造成の指導 
   外国人の受入環境整備の指導 

専門家の招請による研修 

○国内外の先進地等への派遣研修 
  

 観光産業従事者、観光地づくり関係者等を国内外の先進的な観光地等に 
  派遣して実地研修を実施し、先進的なノウハウの普及を図る。 
 

 例）先進的な観光関係団体への派遣 
   （事業体運営、着地型旅行商品の企画・造成のノウハウ等） 
   国際水準の観光地への派遣（コンシェルジュサービスのノウハウ等） 
  
 

実地研修 

○観光人材育成に関する情報提供等  
 

  観光関係の人材育成に関する情報提供やシンポジウムの開催等を行う。 
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受入環境水準向上事業 

訪日外国人旅行者が安心して快適に、移動・滞在・観光することができる環境を提供することにより、訪日外国人
旅行者の訪問を促進するとともに、満足度を高め、リピーターの増加を図る 

○日本在住の留学生等を受入環境整備サポーターとして、戦略拠点・地方拠点などへ派遣することで、受入環境整備が
遅れている部分を外国人の目線から明確にし、改善策を提案してもらうことで、訪日外国人旅行者の受入環境整備を
促進する。 

既に多数外国人旅行者が訪れている地域を戦略拠点、外国人旅行者
の訪問の増加が見込まれる地域を地方拠点として、選定された自治体
等を中心に受入環境整備水準の評価を行い、自治体等の強みと弱みを
把握した上で、受入環境の向上に資する事業を実施 

浦安 

包括的な多言語観光案内環境の整備 

多言語地域情報の発信、主要拠点への公衆無線ＬＡＮの整
備、観光情報アプリの開発等により、外国人旅行者、ビジネス
マン等がどこでも容易に情報収集できる環境を構築する。 

松江 

既存の日本人向け共通乗車券を活用した 

外国人旅行者の回遊性向上 

現在地や目的地までのアクセスがわかりにくい観光地内おい
て、外国語による情報や解説が少ないという課題を解消する
ために、既存の日本人向けの共通乗車券をベースに、外国人
旅行者向けの共通乗車券を作成し、外国人旅行者の回遊性
向上と利便性向上を図る。 

外客受入戦略拠点【１２拠点】 
札幌、函館、登別、浦安、東京（秋葉原、銀座、蒲田）、 

横浜、富士河口湖・笛吹、京都、大阪、福岡 

外客受入地方拠点【１４拠点】  
平泉、仙台・松島、会津若松、箱根・湯河原・熱海、 

湯沢、金沢、高山、伊勢志摩、奈良、田辺・白浜、 

松江、高知、別府、鹿児島  

受入環境の改善 

戦略拠点・地方拠点の整備 

【事業例】 
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観光圏整備事業 

広域的な連携・役割分担による観光地づくりの成功事例を早期に構築するため、国内外からの観光客の 
２泊３日以上の滞在型観光が可能な「観光圏」の形成に向けた地域の関係者の連携による取組を支援。 

情報提供の充実 

・圏域全体を紹介 

  する地図・パン 

  フレット作製や 

  ホームページ 

  立ち上げ等 

体験交流メニュー 

の充実 

・滞在力を高める農業体験、
アウトドア等の体験メニュー
開発のための 

 専門家招請等 

移動の快適化 

・利便向上 

・市町村域を超えるシャトル
バスの試験 

 運行等 

観光圏整備のイメージ 

滞在促進地区 

周遊 

周遊 周遊 

Ｂ市 Ｄ町 

Ｃ町 

Ａ市 

周遊 

Ｅ村 

滞在を促進する 

イベントの実施 

・滞在を促進する早朝・夜
間の新たなイベントの企
画・実施等 

宿泊の魅力向上 

・連泊・圏域内 

  転泊プランの 

  企画立案・広 

  報等 

観光案内の充実 

・圏域全体の情報を多言語
により案内するための研 

 修の実施等 

歴史的建造物の 

改修・活用 

・地域の歴史・文化を体験 

 させるための歴史的建造 

 物（古民家 

 等）の改修・ 
 活用等 

観光案内所の整備 

・圏域全体の情報を提供する 

  多言語対応の観光案内所 

  の整備等 

観光圏整備に対する支援 

○旅行業法の特例 
 ホテル・旅館による旅行業者代理業の特例 

⇒宿による宿泊客への着地型旅行商品の販売を可能とし、 

  宿泊客の滞在を拡大 

○農山漁村活性化法の特例  

 観光圏内の農山漁村における交流施設整備について、農山漁
村活性化プロジェクト支援交付金の交付が可能 

⇒農山漁村の体験・交流メニュー等楽しく過ごせる滞在メニュー
の充実 

○社会資本整備についての配慮 
 社会資本整備における、景観整備、案内標識整備等の事業に
よる観光圏整備事業との連携・配慮 

⇒ハード面を含めた観光圏全体の総合的な魅力向上 

○その他の支援 
・宿泊施設の整備に係る貸付制度（財投） 
・共通乗車船券 

・認定観光圏案内所 

・国際観光ホテル整備法等の特例 

観光旅客のニーズをふまえた
取組への支援 

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成 

↓ 

内外観光客による２泊３日以上の 

より長期の滞在を拡大 

↓ 

地域経済の活性化 

効果 
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【参考１】観光圏の取組例 

（従  来） （滞在型観光） 
 

 

温泉地間で宿泊客を奪い合
い、当該温泉地内に観光客を
囲い込んでしまうため、観光客
の行動範囲が限定的。 

○宿泊客の囲い込み  

 
○圏域内転泊２泊目半額プラン（会津・米沢地域観光圏） 
・圏域内の７市町、９温泉地の対象宿泊施設で 

 それぞれ１泊づつ２泊すると、２泊目が半額に 

 なる宿泊プランを企画・販売。 

・圏域内での転泊を促進することにより、 

 観光客の滞在時間の延長、周遊を図る。 
 

 

 
 

 
○アクセス交通の不便 ○市町村域を超えた産業観光シャトルバスの試験運行 

 （富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏） 

・滞在促進地区の「魚津駅前地区」「宇奈月 

 温泉区」とＹＫＫセンターパークなどの圏域 

 内の産業観光施設等をつなぐシャトルバス 

 を運行し、観光客の周遊を促進。 

 

魅力ある観光資源があるにも関
わらず、これを結ぶ交通手段が
整備されていないため、観光客
が次の観光資源に誘導されな
い。 

 

 

 

 
○観光客のニーズに合わせた圏域マップの 
 作成（にし阿波観光圏） 
・うだつの町並み（脇町）や祖谷渓（三好市）等の観光客が 

 必ず巡るスポットを網羅した圏域マップをテーマ毎 

 （基本、アウトドア体験、地元オススメ情報）に作成。 

・２２年度は４カ国語で作成し、外国人観光客の誘致を 

 図る予定。 

○市町村ごとの観光マップ 

市町村毎に観光マップが 
作成されているため、隣接した 
市町村の情報を得ることが 
できず、観光客のニーズと乖離。 

広 

域 

的 

な 

連 

携 
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観光地域づくりプラットフォーム支援事業 

 
 

観光圏において、様々な滞在型観光の取組みを推進し、市場との窓口機能等を担う「観光地域づくりプラットフォー
ム」の形成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行う取組を支援していく。 

観光地域づくりプラットフォームのイメージ 

観光地域づくりプラットフォーム 
（法人格を有する事業体） 

市場（含 旅行代理店、旅行者、消費者 等） 

地域資源 

（体験施設） 

地域資源 

（農業） 
地域資源 

（宿泊施設） 地域資源 

（お土産） 

観光協会 

大学 

自治体 

・地域資源を活用した着地型旅行商品を地域の外に向かって販売するため、市  
 場と地域をつなぐ窓口組織。 
  

・観光産業だけにととまらず、地域の幅広い関係者（農林水産業、商工業、行政、  
 ＮＰＯなど）が参加。 

（１）設立準備段階（１か年） 
 観光圏において、「観光地域づくりプラットフォ 
 ーム」が着地型旅行商品の販売等をワンスト 
 ップ窓口として持続的に機能していくための 
 事業計画の策定に対する補助 
・補助対象事業：計画策定（ワークショップ開催等） 

・補助対象者  ：観光圏整備法に基づく協議会 
・補助額     ：５００万円（定額補助） 

 
（２）運営初期段階（原則２か年） 
 認定を受けた観光圏整備実施計画に基づき 
  「観光地域づくりプラットフォーム」が実施する 
  事業に対する補助 
・補助対象事業：商品企画開発・販売促進、体験・ 
                            交流・学習促進、人材育成、情報 
                            提供、宿泊魅力向上、イベント開 
                            発、交通整備、モニタリング調査 

・補助対象者：法人格を有する「観光地域づくり  
                    プラットフォーム」 
・補助額        ：事業費の４割 

支援制度の概要 

観光地域づくりプラットフォーム 
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平成２３年度「観光地域づくりプラットフォーム支援事業」採択地域  

平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏 

（社団法人平戸観光協会） 
（長崎県：佐世保市、平戸市、西海市） 

浜名湖観光圏    （静岡県：浜松市、湖西市） 

雲仙天草観光圏（社団法人天草宝島観光協会） 

（長崎県：島原市、雲仙市、南島原市、熊本県：上天
草市、 、宇城市（旧三角町）、天草市、苓北町） 

観光地域づくりプラットフォーム支援事業（運営初期段階） 
採択地域（プラットフォーム名）  １３地域 

富良野・美瑛広域観光圏（社団法人ふらの観光協会） 

（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良
野町、占冠村） 

雪国観光圏（湯沢温泉旅館商業協同組合） 

（群馬県：みなかみ町、新潟県：十日町市、魚沼市、南魚沼
市、湯沢町、津南町、長野県：栄村） 

富士山・富士五湖観光圏（社団法人やまなし観光推進機構） 
（山梨県：富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、 鳴沢村、富士河口湖町） 

南房総地域観光圏  （千葉県：館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町） 

伊勢志摩地域観光圏 （三重県：伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町） 

淡路島観光圏   （兵庫県：洲本市、南あわじ市、淡路市） 

新東九州観光圏 （大分県：大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、由布市、宮崎県：延岡市） 

びわ湖・近江路観光圏（近江屋ツアーセンター） 

（滋賀県：彦根市、長浜市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、
愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町） 

釧路湿原・阿寒・摩周観光圏  （北海道：釧路市、弟子屈町）  

はこだて観光圏 

（北海道：函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、
乙部町、奥尻町、今金町、せたな町） 

観光地域づくりプラットフォーム支援事業（設立準備段階） 
採択地域    １３地域 

トキめき佐渡・にいがた観光圏（社団法人佐渡観光協会） 
（新潟県：新潟市、佐渡市） 

八ヶ岳観光圏（社団法人やまなし観光推進機構） 
（山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村）  

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏（財団法人箱根観光協会） 

（神奈川県：小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成
町、箱根町、真鶴町、湯河原町、静岡県：熱海市） 

伊豆観光圏   （静岡県：伊東市、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町） 

瀬戸内しまなみ海道地域観光圏（社団法人尾道観光協会） 
（広島県：尾道市、愛媛県：今治市、上島町） 

玄界灘観光圏 

（福岡県：福岡市、糸島市、佐賀県：唐津市、玄海
町、長崎県：壱岐市） 

富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏 

（富山県：魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町） 

にし阿波観光圏（一般社団法人そらの郷） 
（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町） 

四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏 

（高知県：宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町） 

立山黒部アルペンルート広域観光圏 

（富山県：立山町、長野県：大町市） 

京都府丹後観光圏   
（京都府：舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町） 

阿蘇くじゅう観光圏（財団法人阿蘇地域振興デザインセンター） 

（熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、大分県：竹田市、宮崎県：高千穂町） 

東紀州観光圏（有限会社熊野市観光公社）  
（三重県熊野市、尾鷲市、紀北町、御浜町、紀宝町） 
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【参考】観光地域づくりプラットフォームのイメージ 

 

 

○平成１３年１月、飯田市を中心とした５市町村と１０企業・団体の出資 
 により設立（資本金：２９６５万円、株主：１４市町村と２１企業） 
○売上額：約２億円 
○売上内訳：教育旅行：８０％、視察・研修：２０％ 
○１４市町村の修学旅行を中心とした体験観光の受け入れについて、 
  一元的な窓口業務を実施。 

（株）南信州観光公社（飯田市） 
体験観光の一元的窓口 

料理体験 陶芸体験 いちご狩り体験 トレッキング体験 

南信州観光公社 

○平成１６年９月オンパクの運営を目的に設立 
○売上額：７０００万円（平成２０年度） 
○売上内訳：地域づくり（オンパク）事業：７０％ 旅行事業：１５％  
         ：出版事業１５％ （平成２０年度）   
○毎年５月、温泉を活用した体験型プログラムを集中的に提供する 
 「別府八湯温泉泊覧会（オンパク）」を開催。 

 他地域へのノウハウ提供ビジネスが収益源。（現在１０地域に展開） 
 

 

 

NPO法人 ハットウ・オンパク（別府市） 
体験プログラムを集中的に実施 

フラダンス体験 
エステ体験 田植え体験 着物講座 

ハットウ・オンパク 

 

 

（株）とみうら（南房総市） 

一括受発注システム 枇杷倶楽部 

＜道の駅 とみうら＞ 
○平成５年４月「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」の運営母体として、 
 旧富浦町（現南房総市）の100％出資により発足 
○資本金：７５００万円 
○売上高：６億７４５２万円（平成１９年１０月～平成２０年９月） 
○売上内訳：商品売上：８１％ 観光売上：１８．１％ 業務委託収入：０．９％ 
○「道の駅とみうら・枇杷倶楽部」の飲食・物販事業の実施 
○小規模農園や食事会場等を束ねて着地型旅行商品化して販売 

観光施設 レストラン 体験 果物狩り 
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５．千葉県のポテンシャル 

40 



872.0 

309.3 

225.4 
205.5 

143.5 
107.0 

82.5 
61.7 60.1 59.7 44.2 39.4 36.3 36.1 33.1 28.9 23.9 22.3 18.8 15.9 12.8 12.6 11.9 9.9 9.6 9.3 9.2 8.7 8.5 8.3 7.5 7.3 6.7 6.4 6.4 5.9 5.3 4.6 4.5 4.2 3.8 3.7 2.3 2.2 2.0 1.6 1.1 

 

東
京
都 

 

大
阪
府 

 

千
葉
県 

 

北
海
道 

 

京
都
府 

 

愛
知
県 

 

神
奈
川
県 

 

福
岡
県 

 

静
岡
県 

 

山
梨
県 

 

沖
縄
県 

 

兵
庫
県 

 

大
分
県 

 

長
崎
県 

 

熊
本
県 

 

長
野
県 

 

広
島
県 

 
岐
阜
県 

 
石
川
県 

 

宮
城
県 

 

栃
木
県 

 

鹿
児
島
県 

 

滋
賀
県 

 

新
潟
県 

 

三
重
県 

 

和
歌
山
県 

 

茨
城
県 

 

福
島
県 

 

富
山
県 

 

岩
手
県 

 

埼
玉
県 

 

群
馬
県 

 

岡
山
県 

 

宮
崎
県 

 

秋
田
県 

 

青
森
県 

 

山
形
県 

 

奈
良
県 

 

愛
媛
県 

 

香
川
県 

 

佐
賀
県 

 

山
口
県 

 

鳥
取
県 

 

徳
島
県 

 

福
井
県 

 

高
知
県 

 

島
根
県 

各県への宿泊実績 ～平成２２年１～１２月 確定値～ 
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日本人延べ宿泊者数（平成２２年１～１２月 確定値） （単位：万人泊） 

外国人延べ宿泊者数（平成２２年１～１２月 確定値） （単位：万人泊） 

出所：国土交通省「宿泊旅行統計調査」 従業者数10人以上のホテル、旅館及び簡易宿所を調査・延べ宿泊者数（日本人）は、「延べ宿泊者数」から「外国人延べ宿泊者数」を除いた数値 41 



千葉県へのお客さん（日本人・外国人）はどこから来ているのか？ 

千葉県への日本人宿泊者の居住地別割合（平成２１年１～１２月 確定値） 

出所：国土交通省 観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成 
平成21年1月～12月についての従業者数100人以上（外国人は10人以上）のホテル、旅館及び簡易宿所の調査による。 
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千葉県への外国人宿泊者の国籍（出身地）別割合（平成２１年１～１２月 確定値） 

（単位：％） 
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インバウンド観光振興のポイント 

• ターゲットを明確にする 

出発到着時のオプショナル 

リピーター 

LCC利用者 

富裕者層 など 

 

• 優先順位を明確にする 

成田山、南房総、浦安 

「県」の知名度ではなく「観光地」のブランド
が重要 

 

• 受入体制を整備する 

人材育成、外国語表示、2次交通の整備等 

地域ぐるみで外国人観光客を受け入れるこ
とについてのコンセンサスが重要 

 

•   訴求ポイントを明確にする 

韓国：日本の流行、レアな観光地 

中国：ショッピング、広い部屋、広い露天風
呂、日本の生活様式 

台湾：癒し、砂浜、お祭り 

香港：プレミアム、ショッピング、サイクリン
グ 

 

• 計画的に情報を発信する 

情報基地としての成田国際空港の活用 

各国旅行博への出展 

各国メディア、旅行会社の招請 

留学生などの口コミの活用 

トップセールス 

訪日外国人旅行者数2500万人が実現すれば、成田国際空港の30万回はフル稼働。この訪日客を
千葉の観光に取り込み、地域振興につなげるために、積極的に地域の魅力を発掘し、育成し、発
信する取り組みが必要。 
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スペインで感じたこと 食の観光 
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スペインで感じたこと 宿泊の観光 
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